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商工会だより
隠岐の島町商工会 TEL：2-1157・FAX：2-5984

都万支所 TEL：6-2074・FAX：6-2001

商工会のホームページ http://oki.shoko-shimane.or.jp/

隠岐の島町商工会 検索
商工会会員数:587名
(令和元年12月末現在)

「働き方」が変わります！
2019年４月１日～働き方改革
関連法が順次施行されます。

新型コロナウィルスに関する対応について

このことについて、県内においても事業者への影響拡大が懸念されるところであります。商
工会の対応としましては、各支援機関と連携し事業者からの経営相談には柔軟かつしっ
かりと対応する考えであります。

現在、国では支援メニューの概要が公表されていますが、県においても支援メニューが検
討されております。情報が入り次第、巡回、商工会ホームページ、広報等で情報提供して
まいります。

今般の新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがあ
る中小企業・小規模事業者を対象として経営相談窓口を設置し、資金繰り等経
営上の相談を受け付けます (相談窓口：隠岐の島町商工会 ☎ 2-1157）。

中小企業・小規模事業者向け、経営相談窓口の開設

新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

本内容は、経済産業省
のホームページに掲載し
ております。「経済産業
省 新型コロナウイルス
感染症関連」で検索❢

https://www.meti.go.jp/covid-19/sodan_madoguchi.html


飲食店等における受動喫煙防止対策に関するお知らせ

2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立し、飲食店等を含む多く
の人が利用する全ての施設において、2020年4月1日より「原則屋内禁煙」とな
ります。

下記の条件をすべて満たす小規模飲食店に関しては、経過措置として喫煙可
能室を設置することが可能です。（店舗全体を喫煙可能とすることも可）経過措
置を受ける場合は、保健所への届出が必要となります。
なお、喫煙可能室（店舗全体を喫煙可とした場合は店舗自体）へは20歳未満の
方の立ち入りはできません。

小規模飲食店の条件（経過措置対象となる条件）
①２０２０年４月１日時点で営業をしている店舗
②資本金または出資の総額５,０００万円以下
③客席面積が１００㎡以下

健康増進法改正・喫煙可能室に関するお問い合わせ先
隠岐保健所地域健康推進課（TEL：08512-2-9713）

資金繰り支援


